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令和８年 5 月吉日 

お客様各位 

サーンガス共和株式会社 

 

ＬＰガス料金 原料費調整制度移行に伴う 

初回適用「基準料金（従量料金）」のお知らせ 

  

拝啓 新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立て

賜り、心より御礼申し上げます。 

さて、過日ご案内させていただきましたとおり、5 月からＬＰガスの使用量に応じてお

支払いいただく「従量料金」が「原料費調整制度」へ移行いたします。 

つきましては、同制度移行に伴い初回適用となる「基準料金」を、下記のとおりお知ら

せいたします。併せて、当基準料金を反映した料金表をお送りいたします（料金表は別

添）。ご査収のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．改定内容 

 ａ．「従量料金」の基準料金 

 「原料費調整制度*」導入の初回適用となる基準料金（従量料金）は、次のとおりと

なります。詳細は添付いたします料金表をご参照願います。 

  

基準料金（令和８年６月検針分） 

従量料金 

（使用量 1 ㎥当たりの単価） 

0.1 ㎥から 5.0 ㎥まで 
金額の詳細に

つきましては

個別にご通知

いたします。 

5.1 ㎥から 10.0 ㎥まで 

10.1 ㎥から 15.0 ㎥まで 

15.1 ㎥から 20.0 ㎥まで 

20.1 ㎥以上 

（金額はすべて税別）  

 

原料費調整制度とは？･･･従来の「従量料金」はＬＰガスの調達価格をもとに大きな変動がない場合は

料金の改定はございませんでした。この度、新たに導入となる「原料費調整制度」は、サウジアラビア

等の産ガス国が毎月決定する輸出価格や、米国の輸出価格、為替レート、輸入船舶費等に応じた原料価

格の毎月の変動幅が、速やかにガス料金に反映され、料金の透明性を高める制度となります。弊社で

は、ＬＰガス調達価格の１ヶ月毎の増減幅に応じ調整いたします。 

これによりＬＰガスの調達価格が上がれば「従量料金」は上がり、調達価格が下がれば料金は下がる方

式となります。 
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ｂ．「従量料金」の変動 

今後、「従量料金」がＬＰガスの調達価格に応じ毎月変動いたします。適用となる従

量料金の変動幅は、毎月の請求書、弊社ホームページ等にてお知らせいたします 

 

ＬＰガス１㎥当たりの「従量料金」に対し、円単位で毎月変動いたします。 

 

【例１】変動幅が加算の場合 

前月の１㎥あたりの従量料金７００円 変動幅＋５円／㎥ 

翌月の１㎥あたりの従量料金７０５円（前月７００円／㎥＋変動幅５円／㎥） 

 

【例２】変動幅が減算の場合 

前月の１㎥あたりの従量料金７００円 変動幅▲５円／㎥ 

翌月の１㎥あたりの従量料金６９５円（前月７００円／㎥－変動幅５円／㎥） 

 

ｃ．「基本料金」、「設備料金」は据置 

ＬＰガスの三部料金制における、「基本料金」及び「設備料金」は、従来どおり固定

料金のままとなります。この度の改定に影響はございません。 

   

２．料金表 

初回適用となる「従量料金（設備料金は除く）」を反映したＬＰガス料金表を別添にて

お送りいたします。 

翌月（令和８年 7 月検針分）以降、前月の「従量料金」に対し、調達価格の変動幅に応

じた金額が毎月加算・減算されます（以降、毎月同様となります）。 

 

３．適用時期 

 令和８年６月検針分より適用（令和８年５月以降のご利用分から適用） 

 

以上 

 

〈お問い合わせ先〉電話番号：０８６－４６５－３０００ 


